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    ⅰ) 国の機関の職員を

対象として歴史公文書
等の保存及び利用に関
する基本的知識の習得
、専門的知識の習得及
び実務上の問題点等の
解決方策の習得に係る
研修を体系的に実施す
るとともに、専門的・
技術的な助言を行う。 

      また、内閣総理大臣
から委託を受け、地方
公共団体の職員をこれ
らの研修に参加させる
とともに、公文書館の
運営に関する技術上の 

 
    ⅰ) 館及び国の機関等並びに地

方公共団体等の職員を対象と
して、歴史公文書等の保存及び
利用に関し、次の目的を持つ体
系的な研修を前期に引き続き
実施するとともに、専門的・技
術的な助言を行う。また、年間
延べ研修日数は３０日程度、延
べ受講者は１００名程度とす
る。 

 
・体系的な研修内
容及び専門的・
技術的な助言の
有無 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・国及び地方公共団体の保存利用
機関等の職員を対象として「歴史
公文書等の保存及び利用に関す
る基礎知識の習得」、「専門的知
識の習得」及び「実務上の問題点
等の解決方策の研究」を目的とし
て、受講者の段階に応じ、体系的
な研修を開催した。 《資料3-41
参照》 
･地方公文書館等からの依頼を受
けて役職員を講師として派遣し、
修復及び市町村合併時における
公文書等の保存等、公文書館をめ
ぐる諸問題に対し専門的・技術的
な助言を行った。 
  

 
A 

   

     指導又は助言を積極
的に行う。 

      これらの機関等に
対して行う体系的な研
修については目的別に
コースを設定し、年間
延べ研修日数は３０日
程度、延べ受講者は１
００名程度とする。 

  
・研修等への派遣
元の意見 

 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
〔職員研修会〕 
４２機関のうち３４機関（８１
％）から回答があり、そのうち、
総合評価で「満足・ほぼ満足」が
３４機関(１００％)であった。主
な意見としては、次のようなもの
があった。 
・「当館業務の今後にとって大変
有意義な研修会であった。今後
も是非このような機会を続けて
ほしい。」 
・「受講者にとって勉強となった
。特に、デジタル化が進展する
中で原本性の確保について学ぶ
ことができよかった。」 
〔専門職員養成課程〕      
１５機関すべてから回答があり

、そのうち総合評価は「満足・ほ
ぼ満足」が１４機関(９３％)であ
った。 
 主な意見としては、次のような
ものであった。 
・「本県の場合、公文書館設立で
は後進県であるが、そのメリッ
トとしては、設立・運営におけ
る長所短所を収集した対応が可
能である。また、本養成課程に 

 
A 
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参加することにより、公文書館
専門職員に求められる専門知識
が習得できるだけでなく、各公
文書館からの参加者との意見交
換も可能であり、事業推進上貴
重な情報となっている。」 
 
・「記録管理のプロにふさわしい
人格と技術の養成を期待してい
る。」 
〔実務担当者研究会議〕 
２１機関のうち２０機関（９５
％）から回答があり、そのうち、
総合評価で「満足、ほぼ満足」が
２０機関（１００％）であった。 
 主な意見としては、次のような
ものがあった。 
・「当館での業務のうち、行政文
書の公開、情報公開と個人情報
保護に関しては、これまでも検
討事項であり、国や他県の取組
みに関する情報を入手する良い
機会となった。」 
・「同じような立場にある館が相
互に意見交換や討論することは
有意義であり、またそのことを
館業務に取り入れることができ
る。」  
詳細は報告書 59頁「５ 教育・
研修、普及啓発」に記述。 
 
 

 
 

   

   
・年間の研修日数
（３０日程度）

 
 

 
１００
％以上

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％以
上 
 

７５％未
満 
 
 

 
２５％
未満 

 
100％以上 
・３１日（１０３％） 

 
A 

 

   
・年間の受講者数
（100名程度）

 
 

 
１００
％以上

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％以
上 
 

７５％未
満 
 
 

 
２５％
未満 

 
100％以上 
・１２０人（１２０％） 

 
A 

 

  

  
      イ 保存利用機関等の職員を

対象とした研修 
・ 公文書館法（昭和62年
法律第115号）の趣旨の徹
底並びに歴史公文書等の
保存及び利用に関する基
本的な事項の習得 

 

 
・参加人数、研修
内容 

 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１７年９月５日から９月９日
までの５日間 
・参加人数：４３機関４６名 
・公文書館法（昭和６２年法律第１
１５号）の趣旨の徹底並びに歴史
資料として重要な公文書等の保
存及び利用に関する基本的な事
項の習得を目的に実施した。 

・国及び地方公共団体の公文書館
等に加え、独立行政法人等に対
して案内状を送付した。 

・その結果、国立歴史民俗博物館
の職員が初めて参加した。  
 

 
A 
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・参加者の意見 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
受講者４６名全員から回答があ
り、総合評価で「満足・ほぼ満足
」が４６名（100％）であった。 
主な意見としては、次のようなも
のがあった。 
・「講師の選定から講義の内容ま
で良く考えられていた。公文書
館がいかにあるべきかというこ
とから、日常業務をこなしてい
くのに必要な基礎的知識を学ぶ
ことができた。」 

・「公文書館の最先端の取組みを
始めとする多岐にわたる内容で
大変講義が充実していた。全国
からの参加者と情報交換するこ
ともでき、貴重な体験をした。
」 

・「グループ討論では、各機関の
本音を聞くことができ参考とな
った。これほど公文書館につい
てまとまった知識を得られる機
会はないと思う。」 

 
 

 
A 

    

 
・ 公文書館法第４条第２
項に定める専門職員とし
て必要な専門的知識の習
得 
 

 

 
・参加人数、研修
内容 

 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
前期：平成１７年９月２６日から

１０月７日の２週間 
後期：同年１１月７日から１８日

の２週間 合計４週間 
・参加人数：１６機関１６名 
・公文書館法第４条第２項に定め
る公文書館専門職員として必要
な専門的知識を習得し、もって
公文書館の中核的な業務を担当
するにふさわしい専門職 

 
A 

   

   員の育成に資することを目的と
して、国又は地方公共団体が設
置する公文書館に勤務する職員
を対象に実施した。 
・国及び地方公共団体の公文書館
等に加え、独立行政法人等に対
して案内状を送付した。 

・その結果、国立歴史民俗博物館
と逓信総合博物館の職員が初め
て参加した。 
 
 

     

  
・参加者の意見 
 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
受講者１６名全員から回答があ
り、総合評価で「満足・ほぼ満足
」が１３名(８１％)であった。 
 主な意見としては、次のような
ものがあった。 

・ 「多彩な講師陣と内容豊かな講
義で学びうるものが非常に多か
ったため、満足している。」 

・ 「公文書等の保存に関係する事
柄を多方面から検討する土台を
築くことができた。」 

・ 「講義内容によっては、既に知
っていた知識も多かったが、こ
れまで漠然としていた理解がク 
 

 
A 
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リアになったことも多く、得る
べきものが多かった。また何よ
りも同種機関の人間と情報交換
ができたことも大きな収穫だっ
た。」 

・ 「受講者数は現状でいいが、３
ヶ月で４週間は日常業務にか
なり負担がかかり、軽減してほ
しい。」 

    

  
・ 歴史公文書等の保存及
び利用に関し、特定のテー
マに関する共同研究等を
通じての実務上の問題点
等の解決方策の習得 

 

 
・参加人数、研修
内容 

 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１８年１月３１日から２月２
日までの３日間 
・受講者数：２２機関２２名、聴
講者数：２０機関２７名 
・歴史資料として重要な公文書等の
保存及び利用に関し、特定のテー
マに関する共同研究等を通じて実
務上の問題点等の解決方策及び養
成課程等で学んだことを、更に掘
り下げて習得することを目的とし
て、国又は地方公共団体の設置す
る公文書館及び独立行政法人等に
勤務する専門職員を対象に実施し
た。 
・国及び地方公共団体の公文書館、
独立行政法人等の専門職員に対し
て広く参加を呼びかけた結果、20
機関から、公文書館専門職員養成
課程修了者を含み２７名の聴講者
の参加があった。 
・筑波大学法科大学院藤原静雄教授
の講義、米国国立公文書記録管理
局最高法務顧問の「公文書記録の
開示及び利用審査」と題する講演
、質疑応答、参加者主体のグルー
プ討論を行った。 
 

 
A 

   

   
・参加者の意見 
 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
受講者２２名全員から回答があ
り、そのうち、総合評価で「満足
・ほぼ満足」が２１名（９５％）
であった。 
主な意見としては、次のようなも
のがあった。 
・ 「各館の様々な状況を把握でき
たし、課題も共有できた。ＮＡＲ
Ａの状況 が具体的に聞けたのは
大きな収穫であった。」 
・ 「本研究会議は、講義を受ける
という受身のものではなく、自分
たちで作り上げるというもので
あったので非常に有意義であっ
た。」 
・ 「同様の仕事をしていても各自
治体によってやり方が大きく異
なること、また、他館の状況を知
らなかったことに気づいた。様々
な情報を得ることができ大変参
考になった。」 
 

 
A 
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・参加人数、研修
内容 

 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１７年７月４日から６日まで
の３日間 
・受講者数：２０機関３６名 
・「公文書館法」及び「国立公文書
館法」の趣旨を徹底し、かつ、歴史
資料として重要な公文書等の管理
等に関する基本的事項を習得させ
るとともに、館の業務が国の機関等
との関係において効率的かつ円滑
に推進されることに寄与すること
を目的として、国の機関に勤務する
文書主管課等の職員を対象に実施。 
 

 
A 

   
      ロ 国の文書管理担当者等を

対象とした研修 
       新しい移管、公開等の仕

組みへの理解の深化及び歴
史公文書等の管理に関する
基本的事項の習得 

 

 
・参加者の意見 
 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
受講生３６名全員から回答があ
り、そのうち、総合評価で「満足
・ほぼ満足」が３２名（９０％）
であった。 
 主な意見としては、次のような
ものがあった。 
・ ｢今後の業務に活用できる多く
の知識を習得することができた
。特に、公文書に対する考え方
が受講前と受講後で大きく変わ
った。」 

・ 「講義内容が大変分かりやすく
、新たな知識として自分の中に
取り込めた。」 
・ ｢講習科目の内容のバランスが
良く、公文書を取り巻く状況や
問題などが体系的に理解するこ
とができ、非常に有意義であっ
た。また、内容も入門的なとこ
ろから専門的なものの入り口ま
で分かりやすくまとまっていた
。」 

 

 
A 

 

  

 
ⅱ) 国の文書管理担当者
等を対象とする研修の
充実方策並びに国及び
地方公共団体等の保存
利用機関の職員に対す
る研修の強化方策を検
討し、これらの結果を
平成18年度より業務に
反映させる。 

 

 
    ⅱ) 国の文書管理担当者等を対

象とする研修の充実方策並び
に国及び地方公共団体等の保
存利用機関の職員に対する研
修の強化方策を検討する。 

       
また、前年度に引き続き海外
アーキビスト等を研修会の講
師として招へいし、研修内容の
充実を図る。 

 
 

 
・研修の充実方策
及び強化方策の
検討状況 
 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・「公文書館制度を支える人材養成
等のためのＰＴの設置について」
(平成17年９月１日国立公文書館
長決定)に基づきプロジェクト・チ
ームを設置し、７回開催した。 
・見直し方針として、１８年度研修
、１９年度研修、中・長期的研修
の３段階に分け、対象者の拡大、
研修期間の延長、研修科目群の集
中化等カリキュラムの充実化を
順次図ることとした。 

・平成１８年度に実施する研修のう
ち公文書館専門職員養成課程に
ついて、これまで実質的に行われ
ていた修了論文研究のカリキュ
ラム化、個別課題演習の前倒し、
情報科学の枠の拡大、研修科目群
の集中化等を図ることとした。 

・その他の研修についても、研修期
間の延長、カリキュラムの充実化
に向け、引き続き検討することと
した。 
詳細は報告書59頁「５ 教育・研
修、普及啓発」に記述。 
 

 
A 
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・海外のアーキビ
スト等を招へい
しての研修会の
実施状況 
 
 

 
実施済

   
未実施

 
実施済 
・公文書館実務担当者研究会議を開
催し、「公文書館における記録の
公開と審査－日本の歴史公文書
の公開はどうあるべきか－」をテ
ーマに、海外から招へいした米国
国立公文書記録管理局(NARA)最
高法務顧問ゲーリー・Ｍ・スター
ン氏による「アメリカにおける記
録の公開と審査」についての講義
を受講し、参加者主体のグループ
討論を行った。 
詳細は報告書61頁「③公文書館実
務担当者研究会議」に記述。 

 
A 

   

   
・参加者の意見 
 
 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
受講者２２名全員から回答があ
り、そのうち、総合評価で「満足
・ほぼ満足」が２１名（９５％）
であった。 
主な意見としては、次のようなも
のがあった。 
・ 「各館の様々な状況を把握でき
たし、課題も共有できた。ＮＡ
ＲＡの状況 が具体的に聞けた
のは大きな収穫であった。」 

・ 「本研究会議は、講義を受ける
という受身のものではなく、自
分たちで作り上げるというもの
であったので非常に有意義であ
った。」 

・ 「同様の仕事をしていても各自
治体によってやり方が大きく異
なること、また、他館の状況を
知らなかったことに気づいた。
様々な情報を得ることができ大
変参考になった。」 

 
A 

   

  
    ⅲ) 情報の提供、意見交換等 
 

 
 

      

  
      イ 歴史公文書等の的確かつ

効率的な移管・公開業務の
推進に資することを目的と
して、国の機関の文書主管
課職員その他の部局の文書
担当等の職員を対象に、関
係行政機関に公文書専門官
等を派遣する形の説明会や
本館・分館での施設見学会
を実施する。 

 

 
・関係行政機関に
出向いての説明
会の実施 
 
 
 

 
実施済

   
未実施

 
実施済 
・館長が内閣府大臣官房管理室長
を同行し、各府省庁事務次官等に
直接面会の上、歴史公文書等の移
管の重要性について説明すると
ともに、改正移管基準の趣旨等に
ついて理解を求め移管の促進方
を要請した。 
・各府省等文書主管課職員等の歴
史公文書等の移管に対する理解
を深めるとともに、改正移管基準
の周知を図るため、公文書専門官
等が移管対象のすべての府省等
に出向き、館作成の「公文書移管
関係資料集」、「歴史公文書等の
移管」及び移管実績を踏まえた「
説明資料」を使用し、歴史公文書
等の移管の意義、移管の実例及び
移管後の行政利用等について説
明を行った。この説明会に参加し
た各府省等職員は、合計で18機関
501名であった。 
 

 
A 
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・本館・分館での
施設見学会の
実施 

 
 
 

 
実施済

   
未実施

 
実施済 
・ 移管・公開の仕組みへの理解の
深化を図るとともに、各府省庁等
から受け入れた公文書等の保存の
現況をつくば分館において見学さ
せることにより、｢移管｣に関するよ
り一層の理解と協力を求めること
等を目的として、国の機関に勤務す
る文書主管課又は各部局の文書担
当者を対象に実施。       平
成１７年８月３０日の１日間  受
講者数：１９機関３９名 
詳細は報告書  59頁「５ 教育・
研修、普及啓発」に記述。 
 
 

 
A 

   

 
      ロ 移管基準を分かりやすく

解説したパンフレットを作
成し、国の機関等に配布す
ることにより、公文書館の
役割、公文書の移管、保存
等に関する情報の提供を行
う。 

 

 
・移管基準解説パ
ンフレットの作
成・配布状況 
 

 
実施済

   
未実施 実施済 

・新しい移管基準を分かりやすく
解説したパンフレット「歴史公文
書等の移管」を1,200部、「公文
書移管関係資料集」を800部作成
し、各府省等への説明会及び各府
省等文書主管課職員等に対する
講習会等で配布した。 
 
 

 
A 

   
 

 
     ハ 都道府県・政令指定都市

等公文書館長会議等を通じ
て、国又は地方公共団体が
設置する公文書館との交流
、意見交換等を行う。 

 

 
・地方の公文書館
との交流、意見
交換等の状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１７年６月２日、３日、「第
１７回都道府県・政令指定都市等
公文書館長会議」を沖縄県公文書
館の協力のもと、沖縄県那覇市に
おいて開催し、国２機関、２７都
道府県、３政令指定都市、１町の
公文書館等、及びオブザーバーと
して１県が参加した。 

 
A 

   

    ・国立公文書館からの諸報告のあと
、高山正也国立公文書館理事が、
「外部から見た公文書館業務の
特性」をテーマとして、特別講演
を行った。 
・その後、「公文書館等職員の人材
養成」についてアンケート結果の
概要を報告した後、各館長と意見
交換を行った。 

・次に、「市町村合併時の公文書の
保存」について、アンケート結果
の概要を報告した後、意見交換を
行った。 

・２日目の翌３日は、平成１７年に
開館１０周年を迎えた沖縄県公
文書館を訪問して、閲覧室、書庫
、展示コーナー及びリーフキャス
ティングの作業状況等を見学し
た。 
詳細は報告書72 頁「７ 公文書
館長会議の開催その他の情報提供
・意見交換」に記述。 
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     ニ 歴史公文書等の保存、利

用に関する学術団体、機関
との交流、意見交換等を行
う。 

 

 
・学術団体、機関
との交流、意見
交換等の状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・日本歴史学協会国立公文書館特
別委員会 
  平成１７年８月１日、館におい
て、日本歴史学協会国立公文書
館特別委員会と国立公文書館の
定例懇談会を開催した。特別委
員会から委員長外１１名、館か
らは館長、理事及び幹部職員等
が出席し、館の運営状況を説明
するとともに、意見交換等を行
った。 
 また平成１７年１２月２日には
、日本歴史学協会会員による国
立公文書館見学会を開催し、館
内視察の後、意見交換・懇談会
等を行った。 
・全国歴史資料保存利用機関連絡
協議会 
平成１７年１１月９日～１１日
に福井県において開催された全
国歴史資料保存利用機関連絡協
議会総会に理事、業務課長が出
席し、理事が来賓として挨拶を
行った。 

・ＡＲＭＡ International(国際記
録管理者協会) 
  平成１７年６月７日にデイビッ
ド・マクダーモット会長等の表
敬を受け、翌８日に開催された
セミナー・レセプションに館長
、理事、専門官等が出席し、館
長が挨拶を行った。 
・日本アーカイブズ学会 
     

当館理事等が以下の年度大会
、シンポジウムに出席した。 
  ①２００５年度大会(平成１７
年４月２３日～２４日) 

 
A 

   

     ②戦後６０周年記念学術シンポ
ジウム「戦争の記憶とアーカイ
ブズ学」(平成１７年１２月１７
日) 
 
・その他 
当館理事が公開シンポジウム「
文化・知識情報資源共有化とメ
タデータ～横断的アーカイブズ
論研究会２００５年度成果報告
を中心に～」（平成１８年３月
４日)において司会を行った。 
・外部研究会等への講師の派遣 
 上越市、神戸市、青森県、徳島
県、広島県、長野市、秋田など
における研修会、講習会等から
の依頼を受け、職員を当該研究
会等へ講師として派遣した。 
詳細は報告書74頁「７(6)学術研
究者・関係機関との懇談・交流」
に記述。 
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・アーカイブズの
発行、配布状況

 
 
 

 
実施済

   
未実施

 
実施済 
・季刊誌としての性格を持たせ、
特集号を含め年 4 回刊行した。
各 1,100 部作成して、国・地方
の公文書館、国の機関、地方公
共団体、研究機関等に配布。新
たに都道府県立図書館を配布先
に追加。 
・詳細は報告書66頁「②情報誌「
アーカイブズ」の刊行」に記述。 
 

 
A 

     
     ホ 歴史公文書等の保存、利

用等に関する情報誌である
「アーカイブズ」を発行し
、国及び地方公共団体等に
配布する。また、内容の充
実を図るとともに、より幅
広い提供方法を検討する。 

 
 

 
・内容の充実、提
供方法の検討状
況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・「アーカイブズ企画・編集ＷＧ
」において、平成17年度編集計画
及び各号毎の掲載内容の検討を
行い、アーカイブズの内容の充実
に努めた。第20号で内閣府におけ
る研究会で検討中の「レコードセ
ンター」を、第21号で4月にスタ
ートした「国立公文書館デジタル
アーカイブ」を、第22号で国際会
議への参加報告を、第23号でアメ
リカ国立公文書記録管理局の最
高法務顧問を招へいして開催し
た実務担当者研究会議における
「公文書館における記録の公開
と審査」の内容を特集号で取り上
げた。刊行後速やかにホームペー
ジに掲載するとともに、既刊号に
ついてもホームページに掲載し、
より広い情報提供に努めた。 
 

 
A 

   

 
⑥  利用者の利便性向上
のための所在情報の提
供 
 

 

 
⑥ 利用者の利便性向上のための
所在情報の提供 

 

 
 

      

 
利用者の利便性を図る
ため、保存利用機関等が
保持する歴史公文書等の
所在情報を一体的に提供
することを目的として、
これら機関との連携を更
に推進し、所在情報の共
有化を図るとともに、可
能なところから、利用者
の利便性向上のための所
在情報の提供に努める。 

 

 
保存利用機関等が保持する歴
史公文書等の所在情報を一体的
に提供することを目的として、引
き続き、立法府、司法府を含む国
の保存利用機関との間で、今まで
の調査結果を活用した情報の提
供方法等を検討し、可能なところ
から所在情報の提供を行う。 

 

 
・所在情報の提供
方法等の検討及
び所在情報の提
供状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・館及び宮内庁書陵部、防衛庁防
衛研究所図書館、外務省外交史
料館、国立国会図書館、衆議院
憲政記念館及び最高裁判所事務
総局の７機関で構成される「歴
史公文書等所在情報ネットワー
ク検討連絡会議」を３回開催し
、情報の提供方法の具体化につ
いて検討するとともに、類縁機
関等に対する当館ホームページ
のリンクを１４機関から２１機
関に拡充した。 
・第１期中期目標期間中における
「歴史公文書等所在情報ネット
ワーク検討連絡会議」の情報の
提供方法の具体化に関する検討
結果を踏まえ、国の保存利用機
関等が保持する歴史公文書等を
一体的に提供するため、館及び
宮内庁書陵部、防衛庁防衛研究
所図書館、外務省外交史料館、
国立国会図書館の５機関の詳細 
 

 
A 
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な所在情報の提供及び主要な所
蔵資料の紹介を行う「歴史公文
書探求サイト（ぶん蔵）」の作
成に着手した。 
 

    

 
⑦ 国際的な公文書館活動への参
加・貢献 

        
⑦  国際的な公文書館活
動への参加・貢献 
 
 
館が国際社会における
我が国の地位にふさわし
い形でその役割を果たす
ため、情報交換の促進な
ど国際的な公文書館活動
への積極的な参加・貢献
を行う。 

 

    
    ⅰ) 国際的な公文書館活動への

積極的貢献 
 
館が国際社会における我が
国の地位にふさわしい形でそ
の役割を果たすため、国際会議
の開催に向けての準備など、国
際公文書館会議（ＩＣＡ）の活
動を中心に積極的な貢献を行
う。 
 

 
 
 
 
・国際会議の開催
準備状況及び国
際公文書館会議
の活動状況 

 
 
 
 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１７年４月、米国（ワシン
トンDC）で開催された国際公文
書館会議（ICA）執行委員会に館
長が出席し、円卓会議（CITRA)
を担当する第一副会長に選出さ
れ、ICAの管理運営体制に深く関
わった。 
・１１月にアラブ首長国連邦（ア
ブダビ）で開催された執行委員
会において、平成１８年５月に
東京で執行委員会を開催するこ
とを提案し、了承された。以後
、開催準備に入った。（平成１
８年５月２２日から２５日まで
開催した。） 
・平成１８年２月５日から１２日
まで、マレーシア（クアラルン
プール）で開催されたICA管理運
営委員会に館長等が出席し、欠
席の会長に代わり会議の司会進
行を行う等、副会長として管理
運営委員会を主宰した。 
・平成１７年９月に中国（ウルム
チ）で開催されたEASTICA総会に
おいて、平成１９年の総会を東
京で開催することを提案し、歓
迎をもって受け入れられた。 
 詳細は、報告書76ページ「８国
際交流」に記述。 

 
A 

   

  
    ⅱ) 国際会議等への参加 

 
アラブ首長国連邦で開催さ
れる予定の国際公文書館円卓
会議（ＣＩＴＲＡ）及び中国で
開催される国際公文書館会議
東アジア地域支部（ＥＡＳＴＩ
ＣＡ）の総会に参加し、我が国
の実情を紹介するとともに、参
加各公文書館関係者との交流
を深める。 
また、その他公文書館活動に
関連する国際会議等に積極的
に参加し、国際交流・協力を推
進する。 
 
 

 
・ＣＩＴＲＡ、Ｅ
ＡＳＴＩＣＡ及
びその他の国際
会議への参加状
況 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・１１月２５日から１２月１日ま
でアラブ首長国連邦（アブダビ
）で開催された第８回CITRAに館
長が出席し、議長役を務めた。 
・会議開催に際し、館長がCITRA
責任者として事務局と恒常的に
連絡をとり、準備に当たった。 
・９月１２日から１６日まで、中
国（ウルムチ）で開催された第
７回国際公文書館会議東アジア
地域支部（EASTICA)総会及びセ
ミナーに館長が出席し、EASTIC
A副議長及びICA副会長として開
会式で挨拶した。また、２００
８年にマレーシアで開催が予定
されている第１６回国際公文書
館大会へのEASTICAメンバー各
国の連帯・支援を呼びかけた。 
詳細は、報告書76ページ「８国
際交流」に記述。 

 
A 
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    ⅲ) 外国の公文書館との交流推

進 
 
中国をはじめとするアジア
地域の公文書館と一層緊密な
関係を築くため、今後とも交流
を深めるとともに、外国の公文
書館等からの訪問・研修受入れ
等の要請に積極的に対応する。 
 

 
 
 
 
・国際交流推進の
状況 

 
 
 
 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
 
 
・春の特別展開催期間中に行った
スマトラ沖地震救援募金を、4
月２２日に来館したインドネシ
ア国立公文書館長に寄付した。 
・平成１８年 2 月６日から３月１
０日まで、アフガニスタン国立
公文書館修復関係者 2 名を受け
入れ、保存修復研修を行った。 
・アフガニスタン、オランダ、カ
ナダ、タンザニア、中国、米国、
ベトナム、モザンビーク等各国
の公文書館関係者の来訪を受
け、公文書館活動について活発
な意見交換を行った。 
  詳細は、報告書 76 ページ「８
国際交流」に記述。 

 
 
 
A 

   

  
    ⅳ) 外国の公文書館に関する情

報の収集と館情報の海外発信 
 
館の充実に資するため、先進

的な外国の公文書館等への視
察、情報の交換、資料交換等を
通じ、外国の公文書館等に関す
る情報の収集及び蓄積を行う。 
 
また、館に関する情報の海外
発信に努める。 

 
 
 
 
・外国公文書館等
の視察、情報交
換、資料交換等
の状況 

 
 
 
 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１８年１月２９日から２月
４日まで、当館の招へいにより、
米国国立公文書記録管理局（Ｎ
ＡＲＡ）最高法務顧問が来日し、
実務担当者研究会議講師として
講演を行い、ディスカッション
に参加した。来日中、館長等と
の懇談及び当館職員との交流の
場を設け、意見交換を行った。 
・本館及びアジア歴史資料センタ
ーの役職員が、アラブ首長国連
邦、オーストラリア、カナダ、
韓国、中国、フィリピン、フラ
ンス、米国、ベトナム、及びマ
レーシアの国立公文書館等を訪
問し、見学・意見交換等を行っ
た 
・外国公文書館等から寄贈された
文献約110冊を受け入れた。 
 詳細は、報告書76ページ「８国
際交流」に記述。 

 
A 

   

   
・情報の海外への
発信状況 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・パンフレット英語版及びホーム
ページ英語版の改訂、絵葉書英
文解説の作成等を行った。 

・広報DVDの新規作成に伴い、英・
仏･中・韓国語版を作成した。 
  詳細は、報告書76ページ「８
国際交流」に記述。 
 

 
A 

   

⑧ 調査研究 

        
⑧  調査研究 
 

     移管・保存、公開審査
・利用及び修復等に関す
る諸問題について広く館
職員の間で認識を共有す
るため、自由闊達な意見
交換と、協議決定や外部
有識者を招へいしての勉
強会を行うことを目的と
した研究連絡会議等を、 

 
    ⅰ)  移管・保存、公開審査・利

用及び修復等に関する諸問題
について広く館職員の間で認
識を共有するため、自由闊達な
意見交換と、協議決定を行うた
めの研究連絡会議等を年12回
以上開催する。特に、館の中核 

 
・研究連絡会議の
開催状況（年間
１２回以上） 
 
 

 
１００
％以上

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％以
上 
 

７５％未
満 
 

 
２５％
未満 

 
100％以上 
・館長以下本館職員、つくば分館
職員及びセンター職員が参加す
る研究連絡会議を12回開催した
。主な議論の内容は、各専門官
が実施する調査研究課題のほか
、移管事務の進捗状況、春・秋 

 

 
A 
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      的業務を担うアーキビストと

しての公文書専門官・公文書研
究官は、館が所蔵する歴史公文
書等の内容等について調査研
究を行い、国民の紹介に資する
。 

      
の特別展、国際会議参加報告等
多様なテーマについて、活発な
議論を行った。 

 

     
    定期的なものの他に、必

要に応じて臨時的に開催
するものを含め年１２回
以上開催する。 

  
・国民への紹介に
資するための調
査研究の内容 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・利用者の検索を容易にすること
を目的として、内閣文庫所蔵資
料（国書）の挿絵所在情報を作
成することとし、平成17年度は
「文政雑記」ほか全159冊の挿絵
細目原稿を作成した。 
・内閣文庫所蔵の朝鮮本の解題を
平成16年度から4年計画で作成
することとしており、平成17年
度は27部の解題を作成した。 
・平成16年度の国書の挿絵所在情
報及び朝鮮本の解題の成果は、
「北の丸」第38号に掲載するとと
もにホームページで公開した。 
 

 
A 

   

 
特に、館の中核的業務
を担うアーキビストとし
ての公文書専門官・公文
書研究官は、館が所蔵す
る歴史公文書等の内容等
について調査研究を行い
、国民への紹介に資する
こととする。 

 
 

 
      また、外部講師を招き講義

を受けるとともに意見交換を
行い、公文書専門官等のアーキ
ビストとしての素養、資質の向
上を図る。 
 

 
・外部講師の招へ
い状況 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・研究連絡会議では外部の有識者
を招いた勉強会として、第39回で
「政府における文書の電子化と
電磁的保存施策の現状」について
経済産業省商務情報政策局情報
政策課羽藤秀雄課長から、第45回
で「海外における情報専門職とし
てのアーキビストの養成と日本
の今後」についてメディア教育開
発センター三輪眞木子教授から
意見を聴取するとともに館職員
との意見交換を行った。 
・研究連絡会議における自由闊達
な意見交換等により、専門官のア
ーキビストとしての素養、資質の
向上が図られるともに、館職員間
の公文書館をめぐる諸問題・諸課
題に関して共通認識の形成が図
られた。 
 

 
A 

 
 

 
 
 
 

  
    ⅱ) 館が行った調査研究の成果

等を公表する研究紀要「北の丸
」により多面性を持たせるため
、研究連絡会議で検討し、その
内容の充実を図る。また、海外
向けには英文目次に加えて主
要掲載論文の英文要旨を添付
し、情報発信に努める。 

 

 
・紀要「北の丸」
の内容等 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・「北の丸企画・編集ＷＧ」及び
研究連絡会議において掲載内容
の検討を行い、研究紀要「北の
丸」の充実に努めた。 

・1,000部作成し、国・地方の公文
書館・図書館、国の機関、大学
附属図書館、大学ア―カイブズ
、大学史料室、研究機関、海外
の公文書館等に配布した。 
 
 詳細は報告書66頁「①研究紀要
「北の丸」の刊行」に記述。 

 
A 

   

   
・主要掲載論文の
英文要旨の添付

 
実施済

   
未実施

 
実施済 
・海外への関係機関には掲載内容
を分かりやすく発信するために
、主要掲載論文の英文要旨を巻
末に掲載した。 

 
A 
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(3)アジア歴史資料のデータベースの
構築及び情報提供 

 

        
(3) アジア歴史資料のデータ
ベースの構築及び情報提供 
 
  

アジア歴史資料センター（以下「
センター」という。）のデータベー
ス構築計画の促進を図る。 
また、センターの情報提供サービ
スを広く国内外に周知し、データベ
ース利用のより一層の促進を図る
とともに、利用者の立場に立った利
便性の向上のためのシステムの見
直しなど、利用者が継続的に安定し
て利用できるよう以下の措置を講
ずる。 

 

       

 
① アジア歴史資料データ
ベースの構築 
 

 
① アジア歴史資料データベース
の構築 

 

       

 
・データベース構
築計画（２６０
万コマ）に対す
る進捗状況 
 
 
 

 
１００
％以上

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％以
上 
 

７５％未
満 
 

 
２５％
未満 

 
100％以上 
・構築計画の１０４％に当たる 
２７０万コマを３機関より入手
 。 
・内訳は館より４６万コマ、防衛
研究所より１３６万コマ、外交
史料館より８８万コマ。 
 詳細は報告書９０頁『②３機関
からのデータ入手状況』に記述。 
 

 
A 

    
    ⅰ) 前期計画に引き続

きデータベース構築業
務の効率化を図り、受
入れ資料の１年以内の
公開を実施する。 

 

 
    ⅰ) データベース構築計画に基

づき、館及び外務省外交史料館
、防衛庁防衛研究所図書館（以
下「所蔵機関」という。）が平
成16年度に電子情報化したア
ジア歴史資料の提供を受ける。 

 

 
・データの入手状
況 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・入手計画数を上回る２７０万コ
マを入手。 
・入手時期は館については第３四
半期に平成１８年度入手予定分
を前倒しで入手、防衛研究所よ
り第２、第４四半期に入手、外
交史料館より第３、第４四半期
に入手。 
 詳細は報告書９０頁『②３機関
からのデータ入手状況』に記述。 
 

 
A 

   

 
・受入れ資料（２
６０万画像）の
画像変換・目録
作成作業の処理
状況 
 

 
１００
％以上

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％以
上 
 

７５％未
満 
 

 
２５％
未満 

 
100％以上 
・i)において提供を受けた２７０
万コマは画像変換と目録作成作
業を一括実施し、平成１７年度内
にすべて作業を終了した。 

 
A 
 

 
 

  
    ⅱ) 所蔵機関から提供されたア

ジア歴史資料の画像変換や目
録作成等のデータベース構築
作業の効率化を図り、受入れ資
料（２６０万画像）の１年以内
の公開を実施する。 

 
 

 
・受入れ資料（２
６０万画像）の
１年以内公開の
実施状況 
 
 

 
１００
％以上

 
７５％
以上 
 

１００
％未満
 

 
２５％以
上 
 

７５％未
満 
 

 
２５％
未満 

 
・平成１７年９月～平成１８年２
月までに２７０万コマ入手。 

・データの受け入れから１年以内
の公開を目指し、順次公開作業
を実施。 
・平成１８年６月に５５万画像を
公開。 

・残余については、８月までに公
開予定。 

 
－ 
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・アジア歴史資料
の入手状況 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１８年度入手予定分４６万
コマを第３四半期に館より早期
入手。 

 
A 

   
    ⅲ) 各所蔵機関が17年度中にデ

ジタル化を図るアジア歴史資
料についても、可能なところか
ら順次、提供を受け作業に着手
する。 

 
 

 
・画像変換等の作
業状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１７年度中に画像変換、目
録作成の作業を行った。 

 
A 

 

  

 
・最新のデジタル
情報技術に対応
したシステムの
検討状況 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・外部からの専門家を含む次期シ
ステム仕様書検討委員会を発足
させ、仕様書を作成し、平成１
８年度の調達に向けて諸準備を
実施。 
 詳細は報告書９２頁『４．次期
システム移行』に記述。 
 

 
A 

  
    ⅱ) 前期計画のシステ

ム等の状況調査を踏ま
え、最新のデジタル情
報技術に対応したシス
テムを検討し、適切な
選定を行う。 

 

 
    ⅳ) 前期システム等の状況調査

を踏まえ、最新のデジタル情報
技術に対応したシステムを検
討し、適切な選定を行う。 

 
 

 
・選定されたシス
テムの内容 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・歴史資料を最新の機能で公開提
供するため、ＸＭＬ／ＥＡＤを
実装したﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｼｽﾃﾑを仕様と
した。 

 

 
A 

 

  

 
    ⅲ) 国内外の利用者の

ニーズをより良く反映
した情報提供システム
の改善を図る。 

 
 

 
    ⅴ) 国内外の利用者のニーズを

より良く反映した情報提供シ
ステムの改善を図る。 

 
 

 
・情報提供システ
ムの改善状況 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・在日の外国人学識経験者等によ
る『海外利用促進委員会』を設
置・開催し、種々有益な意見や
提案を得た。 

・『ご意見・ご要望』が５２件あ
り、また、『不具合情報』等の
データ収集により、ｱｸｾｽ状況を
把握、分析し、目録・画像表示
等の改善を図った。 
・中・韓ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをﾘﾆｭｰｱﾙした。 
 

 
A 

   

 
② アジア歴史資料センタ
ーの広報 

 
② アジア歴史資料センターの広
報 

       

 
    ⅰ) 前期計画に引き続

きインターネット上で
行いうる効果的な広報
活動に努める。 

 

 
    ⅰ) 前期中期計画中に実施し、

効果の高かったスポンサーサ
イト広告等インターネット上
で行いうる広報活動を中心に
その広報効果を測定しつつ実
施する。 

 

 
・スポンサーサイ
ト広告等の実施
状況 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１６年度に実施し高い広報
効果をあげたｽﾎﾟﾝｻｰｻｲﾄ広告を
継続した。なお、第２四半期後
半には同広告継続につき検証・
検討を行い通年で実施した。 
・特別展開催に併せ、バナー広告
を２回実施した。 

 

 
A 

  
 

   
・広報効果の測定
状況 
 
 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・インターネット広告等各種広報
活動によりセンターﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞへ
の年間ｱｸｾｽ数は７０万件から１
２０万件と前年に比し大幅に増
加した。 
 詳細は報告書８８頁『(3)インタ
ーネットを通じた広報』に記述。 
 

 
A 

   

 
    ⅱ) より幅広い利用者

の拡大を図るため、イ
ンターネット上で特別
展を実施する。 

 
    ⅱ) より幅広い利用者の拡大を

図るため、インターネット上で
特別展を実施する。 

 

 
・インターネット
上での特別展の
実施状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・日米開戦日１２月８日にあわせ
『公文書にみる日米交渉』特別
展を開催しＮＨＫニュース等で
取り上げられた。 
 

 
A 
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・日露戦争展、岩倉使節団展につ
いては資料の追加や展示の改善
を行った。また、日露戦争展に
ついてはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの英訳作業を
行った。 
 詳細は報告書８４頁『(1)デジタ
ル展示による特別展の開催』に記
述。 
 

    

 
    ⅲ) 学校教育等を始め、

国内外の大学等の日本
研究機関との関係強化
を図るため、セミナー
、デモンストレーショ
ン等を効果的に行う。 

 
 

 
    ⅲ) 学校教育等を始め、国内外

の大学等の日本研究機関との
関係強化を図るため、セミナー
、デモンストレーション等を効
果的に行う。 

 
 

 
・国内外の大学等
でのセミナー、
デモンストレー
ション等の実施
状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・学校教育現場でのセンター資料
の活用を促進するため、高校の
社会科教員約１２０名を対象に
セミナーを開催した。 
・大学、研究機関等の１７箇所に
おいて約８００名を対象に資料
検索方法等のデモンストレーシ
ョンを行った。 

・韓国、フィリピン及びﾍﾞﾄﾅﾑの関
係機関において約１７０名を対
象に資料検索方法等のデモンス
トレーションを行った。 
 詳細は報告書８４頁『１ 広報
活動の充実』に記述。 
 
 

 
A 

   

 
③ 利用者の利便性向上の
ための諸方策 
 

 
③ 利用者の利便性向上のための
諸方策 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
    ⅰ) 多言語対応や検索

手段の充実等をはじめ
、アジア歴史資料セン
ターのホームページの
改善を図る。 

 

 
    ⅰ) インターネット等を通じた

モニター制度等により利用者
の動向、ニーズ等必要な情報収
集を行うと共に、その分析を行
う。 

 

 
・モニター制度等
による情報収集
及び分析の実施
状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・利用者モニター制度によりモニ
ターアンケート（３０４名中１
６３名回答）を実施した。モニ
ターによる評価は５段階評価で
『４．１６』と高い評価が得ら
れた。 
 詳細は報告書９１頁『３ 利用者
の利便性向上のための調査等』に
記述。 
 
 

 
A 

   

 
    ⅱ) アジア歴史資料セ

ンター提供資料の充実
を図るため、国内の機
関が保管するアジア歴
史資料について、その
内容、所在の把握に努
める。 

 
    ⅱ)  センターの提供資料の充

実を図るため、国内の機関が保
管するアジア歴史資料につい
て、その内容、所在の把握に努
める。 

 
 

 
・国内の機関が保
有するアジア歴
史資料の内容及
び所在の把握状
況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・平成１８年度に行う予定の『国
内所在のアジア歴史資料調査』
に関する基礎調査事前準備作業
を行った。 
 

 
A 

   

 
    ⅲ) 関係諸国民の利用

を容易にし、併せてア
ジア近隣諸国等との相
互理解の促進に資する
ため、国外の大学・研
究機関との交流を行う
。 

 

 
    ⅲ)  関係諸国民の利用を容易

にし、併せてアジア近隣諸国等
との相互理解の促進に資する
ため、国外の大学・研究機関と
の交流を行う。 

 

 
・国外の大学・研
究機関との交流
状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・韓国、フィリピン及びﾍﾞﾄﾅﾑの関
係機関を訪問し、センターの活
動を紹介するとともに、各国の
歴史資料、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ等につ
いて意見交換を行った。 
 詳細は報告書８７頁『② 関係機
関との関係強化』に記述。 

 
A 
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   ⅳ)  上記の結果を踏まえ、セン

ターのホームページ、検索シス
テム等を随時見直し、利用者の
視点に立った情報提供サービ
スとなるよう、可能なところか
らシステムの更なる改善に努
める。 

 

 
・ホームページ、
検索システム等
の見直し及び改
善状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・Ｚ３９.５０の機能を用いた横断
検索システムを追加し、館のﾃﾞ
ｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞｼｽﾃﾑや国立情報学研
究所のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽとの横断検索を
可能にした。 
 詳細は報告書９２頁『(2) ﾎｰﾑﾍ
ﾟｰｼﾞ、検索システム等の見直し』
に記述。 
 

 
A 

   

  
    ⅴ) インターネットによる安定

的な情報提供を実現するため、
引き続きセキュリティの維持
に努める。 

 
 

 
・セキュリティ維
持のための措置
状況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
・ファイアーウォールの防御設定
を常に更新した。 
・情報提供回線を２回線に保つと
ともにデータ消失防止のため、
データの分散管理を行った。 
・ｼｽﾃﾑ障害の発生に対して２４時
間監視体制で対応した。 
 詳細は報告書９２頁『(3)障害時
に即応できる管理体制の確立』
に記述。 
 

 
A 

   

 
３ 予算（人件費の見積りを含む
。）、収支計画及び資金計画 

 
  別紙のとおり 
 

 
３ 予算（人件費の見積りを含む。）、
収支計画及び資金計画 

 
  別紙のとおり 
 

 
 
 
 
・予算、収支計画
、資金計画に対
する実績額 
 

 
 
 
 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
 
 
 
・「平成17事業年度財務諸表」及
び「平成17事業年度計画予算・
収支計画・資金計画及び実績」
参照。 
・年度計画に定める予算に対する
決算において差額が生じている
が、「公文書等保存利用経費」
における差額は、国民に対する
サービス向上のため、公文書等
のマイクロフィルム化及びデジ
タル化の進捗を図ったこと等に
よる執行増であり、「アジア歴
史資料情報提供事業費」におけ
る差額は、情報提供用次期シス
テムの仕様作成等に関する調査
研究経費において、平成17年4月
から運用を開始したデジタルア
ーカイブのシステム開発時の技
術的要素を、次期システムの仕
様の基盤として活用することに
より合理化が図られたこと等に
伴う執行残である。また、「一
般管理費」における差額は、庁
舎維持経費及び一般事務費の節
減等に伴う執行残であり、「人
件費」における差額は、欠員が
あったこと等に伴う執行残であ
る。 
 

 
 
 
 
A 

   

 
４ 短期借入金の限度額 
 
  短期借入金の限度額は、１億
円とし、運営費交付金の資金の
出入に時間差が生じた場合、不
測の事態が生じた場合等に充
てるために用いるものとする。 

 

 
４ 短期借入金の限度額 
 
  短期借入金の限度額は、１億円とし
、運営費交付金の資金の出入に時間差
が生じた場合、不測の事態が生じた場
合等に充てるために用いるものとする
。 

 

 
 
 
・短期借入金の発
生状況 
 

 
 
 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
 
 
・実績なし。 

 
 
 
－ 
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５ 重要な財産の処分等に関す
る計画 

 
 
  重要な財産の処分等に関す
る計画の見込みはない。 

 
 
 

 
５ 重要な財産の処分等に関する計画 
 
 
 
  その見込みはない。 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
６ 剰余金の使途 
 
 
  剰余金は、デジタルアーカイ
ブ化の推進並びにアジア歴史
資料のデータベースの構築及
び情報提供に係る業務に充て
るものとする。 

 
 

 
６ 剰余金の使途 
 
 
  剰余金は、デジタルアーカイブ化の
推進並びにアジア歴史資料のデータベ
ースの構築及び情報提供に係る業務に
充てるものとする。 

 

 
 
 
 
・剰余金の発生原
因及び使途、管
理状況 
 

 
 
 
 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
 
 
 
・目的積立金（通則法第44条第3
項積立金） 
なし 

 
（参考）利益剰余金（通則法第44
条第1項積立金） 
・発生状況： 
  平成17年度：発生 
・金  額：3,479,429円 
・発生原因：自己収入が予算より

多かったこと等のため。 
・使  途：積立金として整理。 
・管理状況：普通預金にて管理。 
 
 

 
 
 
 
A 

   

 
７ その他内閣府令で定める業
務運営に関する事項 

 
 
 

 
７ その他内閣府令で定める業務運営に
関する事項 

 

       

 
(1) 施設・設備に関する計画 
 
 
    施設・設備に関する計画

の見込みはない。 
 
 

 
(1) 施設・設備に関する計画 
 
 
    その見込みはない。 

       

 
(2) 人事に関する計画 
 
   ①  方針 

館の機能強化及び業務
の多様化に対処するため
、管理部門と業務部門の
業務実態等を踏まえ、弾
力的な組織の構築とこれ
に対応する必要な人材を
確保するとともに適正な
人員配置を行う。 
 

   ②  人事に関する指標 
期末の常勤職員数は、

期首を上回らないものと
する。 

 
 

 
(2) 人事に関する計画 
 
    館の機能強化及び業務の多様化

に対処するため、弾力的な組織の構
築とこれに対応する適正な人員配
置を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
    また、館及び関係省庁や民間な

どにおいて実施する研修等に職員
を積極的に参加させ、資質の向上を
図る。 

 
 
 
・館の機能強化及
び業務の多様化
に対処するため
の弾力的な組織
の構築や人員配
置の状況 
 

 
 
 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
 
 
・新たにアーキビストとして必要
な専門的知識、実績及び経験を
有している者１名を公文書専門
官として採用した。 

・原則毎月１回開催している幹部
会を連絡会議と合同で開催し、
より合理的で効率的な業務運営
を図ることとした。 

・「公文書館制度を支える人材養成
等のためのＰＴの設置について」
に基づきプロジェクト・チームを
設置し、７回開催した。 

 

 
 
 
A 
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・参加させた研修
の内容、参加状
況 
 

 
・独立行政法人からの説明等を受け、
分科会委員の協議により判定する。

 
報告書16頁「②職員の能力、資
質等の向上を図るための措置」に
記述。 

 
A 

   

 
※ 項目別評価表の自己評価は、独立行政法人が自ら定めた年度計画をどの程度執行したかについて自ら評価したものであり、評価委員会が業務実績評価を行う際の重要な判断材料となるものである。 
 
評価委員会は、独立行政法人が行った定量的な指標に基づく自己評価については、自己評価に誤りがないか、指標に基づき適切な自己評価をしているか等について調査・分析を行い、評価委員会 
 
として評価を行った。定性的な指標に基づく自己評価については、あくまで評価の際の参考とし、評価委員会において評価基準に基づき評価を行った。 




